
（平成２６年９月１０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東北地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 7 件



東北（山形）国民年金 事案 1902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年９月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年９月 

年金事務所によると、申立期間について、納付した国民年金保険料が

還付されたことになっており、未加入期間とされているが、厚生年金保

険の被保険者資格の取得日が昭和 55 年 10 月１日であるにもかかわらず、

国民年金の被保険者資格の喪失日が同年９月 30 日となっていることに

納得できない。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳、申立人に係る国民年金被保険者台帳（マイ

クロフィルム）、オンライン記録等から、申立人は、国民年金の被保険者

資格を昭和 55 年９月 30 日に喪失していることが確認でき、申立期間は国

民年金の未加入期間とされているところ、Ａ社会保険事務所（当時）が作

成した国民年金保険料の還付整理簿及び申立人の国民年金被保険者台帳に

よると、一旦は納付された申立期間の国民年金保険料が還付されたことが

確認できる。 

しかしながら、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは昭

和 55 年 10 月１日であり、同年９月 30 日に国民年金の被保険者資格を喪

失する合理的な理由は見当たらず、申立期間は強制加入被保険者として国

民年金の被保険者となるべき期間であり、国民年金保険料が還付される前

は納付済期間となっていたことから、当該期間について納付済期間とする

必要がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、

Ｂ株式会社）における標準賞与額に係る記録を、平成 16 年 12 月 15 日は

５万円、17 年８月 10 日は 10 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 15 日 

            ② 平成 17 年８月 10 日 

私は、申立期間①及び②について、Ａ株式会社から賞与を支給されて

いたが、厚生年金保険の記録が無いので訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、Ｂ株式会社から提出された賞与支給試算資

料により、申立人は、当該期間に係る賞与の支払を受け、事業主により当

該賞与から厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記賞与

支給試算資料により確認できる賞与額又は厚生年金保険料控除額から、申

立期間①は５万円、申立期間②は 10 万円とすることが妥当である。 

また、申立期間①及び②に係る賞与の支給日については、Ｂ株式会社の

回答から、申立期間①は平成 16 年 12 月 15 日、申立期間②は 17 年８月

10 日とすることが相当である。 

、



なお、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行について、Ｂ株式会社は、申立人の当該期間の賞与に係る届出を行

っておらず、また、当該賞与に係る保険料についても納付していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（山形）厚生年金 事案 3516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）における資格取得日に係る記録を平成５年９月 21 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 20 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年９月 21 日から同年 10 月１日まで 

私は、平成５年９月 21 日にＣ株式会社からＡ株式会社に転籍したも

のの、継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している給与支給明細書、株式会社Ｂの回答、同僚の証言

及び申立人の雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間においてＡ株

式会社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ株式会社は、平成５年 10 月１日

（現在は、平成５年９月 21 日に訂正）に厚生年金保険の適用事業所とな

っており、申立期間において適用事業所となっていないが、同社の商業登

記簿謄本により、同社は昭和 60 年３月 30 日に設立されていることが確認

できることから、申立期間において厚生年金保険法に定める適用事業所の

要件を満たしていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る平成５年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人が所持して

いる給与支給明細書において確認できる同年９月分の厚生年金保険料控除

額から、20 万円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

上記のとおり、Ａ株式会社は申立期間において適用事業所の要件を満たし

ていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められ

ることから、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



東北（秋田）厚生年金 事案 3518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、申立人の申立期間①の標準賞与

額に係る記録を 16 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年 12 月 30 日 

           ② 平成 20 年８月 12 日 

有限会社Ａ（現在は、Ａ株式会社）のＢ営業所に勤務していた平成

19 年 12 月 30 日及び 20 年８月 12 日に、同社から賞与の支給を受け、

当該賞与から厚生年金保険料を控除されたが、当該賞与に係る国の厚生

年金保険の記録が無いことに納得できない。 

賞与明細書を提出するので、申立期間①及び②について厚生年金保険

被保険者記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人及び同僚が所持する賞与明細書並びに有限

会社Ａの社会保険事務を担当していた者の証言から、申立人は、申立期間

①において同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内で

あることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立期間①の標準賞与額については、上記賞与明細書にお



いて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、16 万 5,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は当時の関係資料が無く不明であ

ると回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

申立期間②について、申立人が所持する賞与明細書及び有限会社Ａの社

会保険事務を担当していた者の証言から、申立人は、申立期間②において

同社から賞与の支払を受けたことが認められる。 

しかしながら、申立人の申立期間②に係るものであると認められる賞与

明細書の厚生年金保険料控除欄には保険料額の記載が無く、申立期間②に

おける厚生年金保険料控除額を確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（秋田）厚生年金 事案 3519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から⑥までに係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の標準賞与額

に係る記録を申立期間①については 17 万円、申立期間②及び③について

は 16 万 9,000 円、申立期間④及び⑤については 17 万 5,000 円、申立期間

⑥については 19 万 7,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年８月 12 日 

           ② 平成 17 年 12 月 30 日 

           ③ 平成 18 年８月 12 日 

           ④ 平成 18 年 12 月 30 日 

           ⑤ 平成 19 年８月 12 日 

           ⑥ 平成 19 年 12 月 30 日 

           ⑦ 平成 20 年８月 12 日 

           ⑧ 平成 20 年 12 月 30 日 

           ⑨ 平成 21 年８月 12 日 

           ⑩ 平成 21 年 12 月 30 日 

有限会社Ａ（現在は、Ａ株式会社）に勤めていた期間中に、同社から

賞与の支払を受け、当該賞与から厚生年金保険料を控除されたが、当該

賞与に係る国の厚生年金保険の記録が無いことに納得できない。 

申立期間①から⑩までの賞与明細書を提出するので、厚生年金保険の

被保険者記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑥までについて、申立人及び同僚が所持する賞与明細書

並びに有限会社Ａで社会保険事務を担当していた者の証言から、申立人は、



申立期間①から⑥までにおいて同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内で

あることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立期間①から⑥までの標準賞与額については、上記賞与

明細書において確認できる厚生年金保険料控除額又は賞与支給額から、申

立期間①は 17 万円、申立期間②及び③は 16 万 9,000 円、申立期間④及び

⑤は 17 万 5,000 円、申立期間⑥は 19 万 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間①から⑥までに係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、事業主は当時の関係資料が無

く不明であると回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

申立期間⑦から⑩までについて、申立人が所持する賞与明細書及び有限

会社Ａで社会保険事務を担当していた者の証言から、申立人は、申立期間

⑦から⑩までにおいて同社から賞与の支払を受けたことが認められる。 

しかしながら、申立人の申立期間⑦から⑩までに係るものであると認め

られる賞与明細書の厚生年金保険料控除欄には保険料額の記載が無く、申

立期間⑦から⑩までにおける厚生年金保険料控除額を確認できない。 

このほか、申立人の申立期間⑦から⑩までにおける厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間⑦から⑩までについて、申立人がその主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることは

できない。 



東北（青森）厚生年金 事案 3520 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認めることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る

記録を 15 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 30 日 

有限会社Ａ（現在は、Ａ株式会社）に勤務していた平成 19 年 12 月

30 日に、同社から賞与の支払を受け、当該賞与から厚生年金保険料を

控除されたが、当該賞与に係る国の厚生年金保険の記録が無いことに納

得できない。 

賞与明細書を提出するので、申立期間について厚生年金保険被保険者

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人及び同僚が所持する賞与明細書から、申立人

は、標準賞与額（15 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が「当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していない

ことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当する場

合には、記録訂正の対象とすることができない旨規定されているところ、

申立人は、申立期間当時、有限会社Ａの給与に係る社会保険事務を担当し

ていたとしている。 

しかしながら、申立人は、賞与に係る社会保険事務には携わっていない

としている上、同僚は、申立人は賞与に係る社会保険事務には携わってお



らず、当該事務について最も影響力を持っていたのは事業主だった旨述べ

ていることから、申立人は、特例法第１条第１項ただし書に該当しないも

のと認められる。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は当時の関係資料が無く不明である

と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、昭和

55 年 11 月４日であると認められることから、申立期間における資格喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 55 年６月から同年 10 月までの標準報酬月額については、同

年６月から同年８月までは６万 8,000 円、同年９月及び同年 10 月は７万

6,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年６月 30 日から同年 12 月１日まで 

私は、昭和 53 年６月から平成７年 12 月までＡ事業所又はＢ有限会社

に勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

申立期間も継続して勤務しており、同時期に勤務していた同僚は記録

の訂正が認められたと聞いたので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の証言により、申立人は申立期

間においてＡ事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

一方、事業所記号簿の記録では、Ａ事業所は、昭和 55 年６月 30 日に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっているところ、健康保険厚生年金保

険被保険者原票によると、同日に同事業所において申立期間に厚生年金保

険の被保険者であった申立人を含む全ての者が被保険者資格を喪失してい

るにもかかわらず、同年９月１日の随時改定又は同年 10 月１日の定時決

定の処理が行われており、かつ、これらの処理が取り消されている上、申

立人を含む多数の者について健康保険被保険者証返納日が同年 11 月４日

と記録されていることが確認できることを踏まえると、申立人の被保険者

資格喪失日に係る処理及び同事業所が同年６月 30 日に厚生年金保険の適

用事業所でなくなった旨の処理も同年 11 月４日に遡及して行われたもの

と考えられ、当該取消処理前の記録から、同年６月 30 日において、同事



業所が適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、社

会保険事務所（当時）において当該適用事業所でなくなったとする処理を

行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 55 年６月 30 日に

厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、

当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人

のＡ事業所における被保険者資格喪失日は、当該喪失処理を行ったと考え

られる同年 11 月４日であると認められる。 

また、申立人の昭和 55 年６月 30 日から同年 11 月４日までの期間にお

ける標準報酬月額については、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の 54 年 10 月の定時決定及び取消処理がなされた 55 年９月の随時

改定の記録により、同年６月から同年８月までは６万 8,000 円、同年９月

及び同年 10 月は７万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 55 年 11 月４日から同年 12 月１日までの

期間については、同僚が所持する当該期間の給料明細書によると厚生年金

保険料が控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3524 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録については、申立期間①は 28 万 4,000 円、申立期間②は

16 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年５月 31 日 

② 平成 19 年５月 31 日 

私は、昭和 53 年８月から平成 23 年５月までＡ株式会社に勤務したが、

申立期間①及び②の賞与に係る厚生年金保険の記録が無いので、年金記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、Ｂ税務署から提出された平成 16 年分の所

得税の確定申告書、同年分給与所得の源泉徴収票、19 年分の所得税の確

定申告書及び同年分給与所得の源泉徴収票、Ｃ市から提出された平成 17

年度市民税県民税課税状況回答書、20 年度市民税県民税課税状況回答書

及び平成 19 年分の所得税の確定申告書並びに複数の同僚のオンライン記

録から、申立人は、申立期間①は 16 年５月 31 日に、申立期間②は 19 年

５月 31 日にＡ株式会社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、標準賞与額については、前述の資料等において推認できる厚生年

金保険料控除額から申立期間①は 28 万 4,000 円、申立期間②は 16 万

8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明と回答しているが、オンライン記録によると、当初、



Ａ株式会社における被保険者全員に申立期間①及び②に係る賞与の記録が

無かったことが確認できることから、事業主は申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、その結果、社会保険事務所

は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（青森）厚生年金 事案 3526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立人の申立期間における標準賞

与額に係る記録については、23 万 3,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 14 日 

私は、平成 14 年４月から 22 年６月までＡ株式会社に勤務したが、申

立期間の賞与に係る厚生年金保険の記録が無い。 

賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間の賞与に係

る厚生年金保険の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する預金通帳、Ｂ市から提出された給与支払報告書（個人

別明細書）及び同僚が所持する賞与明細書から判断すると、申立期間にお

いて、申立人がＡ株式会社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立期間における標準賞与額は、前述の申立人が所持する

預金通帳及びＢ市から提出された給与支払報告書（個人別明細書）により

確認できる社会保険料等の金額から算出した賞与支給額及び保険料控除額

から、23 万 3,000 円とすることが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主から回答が得ら

れず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについてはこれを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、申立人の申立期間①及び

②における標準賞与額については、44 万 6,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年７月 25 日 

② 平成 19 年 12 月 26 日 

私は、平成 18 年７月から 22 年２月までＡ社Ｂ事業所に勤務したが、

申立期間①及び②の賞与に係る厚生年金保険の記録が無い。 

申立期間①及び②の賞与に係る明細書があるので、当該期間の賞与に

係る厚生年金保険の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人が所持する当該期間に係る賞与支払

明細書から、申立人は、標準賞与額（44 万 6,000 円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、Ａ社Ｂ事業所の元事業主は、厚生年金保険の

被保険者全員に賞与を支給したとしているが、オンライン記録によると、

当初当該期間において当該事業所の被保険者全員に賞与の記録が無かった

ことが確認できることから、事業主は当該期間に係る賞与支払届を社会保

険事務所（当時）に提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



東北（山形）厚生年金 事案 3528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から⑤までに係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の各申立期間

における標準賞与額に係る記録については、申立期間①は 15 万 8,000 円、

申立期間②は 17 万 2,000 円、申立期間③は 25 万 9,000 円、申立期間④は

21 万 1,000 円、申立期間⑤は 17 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

住    所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年７月 22 日 

          ② 平成 18 年７月 24 日 

          ③ 平成 18 年８月 10 日 

          ④ 平成 19 年 12 月 19 日 

          ⑤ 平成 20 年 12 月 26 日 

私は、Ａ社（勤務先は、Ｂ事業所）に勤務していた期間のうち、申立

期間に同社から賞与が支給されたが、年金記録に反映されていないので、

年金記録を訂正してほしい。 

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｃ銀行の回答によると、申立人がＡ社から賞与の

支払を受けていたことが認められる。 

また、申立人の平成 16 年分給与所得の源泉徴収票により確認できる社

会保険料等の金額は、オンライン記録における同年の申立人の標準報酬月

額に基づいて算出した社会保険料控除額を上回ることが確認できる。 

さらに、申立人と同様にＢ事業所に勤務していた同僚が所持する申立期

間①に係る賞与の支給明細書によると、当該賞与に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間①において厚生年金保



険料を事業主により賞与から控除されていたものと認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、前述の

平成 16 年分給与所得の源泉徴収票、Ｃ銀行の回答及び同僚が所持する賞

与の支給明細書により算出した厚生年金保険料控除額から、15 万 8,000

円とすることが妥当である。 

申立期間②から⑤までについて、申立人が所持する賞与の支給明細書、

Ｃ銀行の回答及びＤ銀行の預金取引明細表によると、当該期間において、

申立人がＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていることが確認できる。 

また、申立人の申立期間②から⑤までに係る標準賞与額については、前

述の申立人が所持する賞与の支給明細書等により確認できる賞与支給額及

び厚生年金保険料控除額から、申立期間②は 17 万 2,000 円、申立期間③

は 25 万 9,000 円、申立期間④は 21 万 1,000 円、申立期間⑤は 17 万

8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①から⑤までの標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、申立期間

当時の事業主は当時の資料が無く不明としており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1899 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年８月から 51 年３月までの期間、53 年４月から 57 年

４月までの期間及び 60 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年８月から 51 年３月まで 

② 昭和 53 年４月から 57 年４月まで 

③ 昭和 60 年４月から同年６月まで 

私は、昭和 62 年９月頃、Ａ県Ｂ市の社会保険事務所（当時）におい

て、その時点で国民年金保険料が未納となっていた申立期間①及び③並

びに保険料の申請免除期間となっていた申立期間②について、保険料を

まとめて納付したので、申立期間について保険料の納付済期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 62 年９月頃、Ｂ市の社会保険事務所において、申立期

間の国民年金保険料をまとめて納付したと主張しているところ、申立人に

係るＣ県Ｄ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）によると、申立人は、同

年９月に同市からＢ市へ転居していることが確認でき、申立人に係る同市

の国民年金被保険者台帳（電子データ）及びオンライン記録によると、申

立期間③直後の 60 年７月から 61 年３月までの保険料は、申立人が同市へ

転居した後に過年度納付されていることが確認できることから、申立人は、

62 年９月頃、当該時点で納付が可能な申立期間③直後の保険料を納付し

たものと考えられ、この時点では、未納期間である申立期間①及び③の保

険料は時効により納付することができない。 

また、申立人に係るＤ市の国民年金被保険者名簿及びＢ市の国民年金被

保険者台帳によると、いずれも申立期間①及び③は未納、申立期間②は申

請免除と記録されていることが確認できるほか、同被保険者台帳及びオン



ライン記録によると、申立期間②直後の昭和 57 年５月から 59 年３月まで

の国民年金保険料は追納されていることが確認できるものの、申立期間②

の保険料が追納された形跡は確認できない。 

さらに、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1900 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年 12 月から 45 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 12 月から 45 年３月まで 

申立期間について、私は会社を退職し無職だったため、父親が私の国

民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。 

申立期間を国民年金保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号番号

（＊）は、昭和 39 年 10 月にＡ町において払い出されていることが確認で

きるが、申立人に係る同町の国民年金被保険者名簿（紙名簿）及び当該手

帳記号番号に係るオンライン記録には、申立人が 42 年３月に厚生年金保

険被保険者資格を取得したことに伴い国民年金被保険者資格を喪失した後、

同資格を取得した記録は無く、申立期間は国民年金の未加入期間とされて

いることから、申立人の父親が申立期間に係る国民年金の再加入手続を行

ったことはうかがえず、申立期間の国民年金保険料を納付することができ

なかったものと考えられる。 

また、申立人は婚姻によりＢ市に転居しているところ、申立人に係る同

市の国民年金被保険者名簿（電子データ）によれば、申立期間の国民年金

被保険者資格の取得及び喪失に係る処理が平成７年８月 30 日に行われて

いることが確認できること、及びオンライン記録によれば、当該記録に係

る処理は同年９月 21 日に行われていることが確認できることから、同年

８月頃に同市において申立人に係る国民年金の加入手続が行われ、申立人

に対し、前述とは別の国民年金手帳記号番号（＊）が払い出され、昭和

44 年 12 月 16 日に遡って被保険者資格を取得したものと推認できる。こ

れらのことから、当該加入手続が行われたと推認できる時点より前の時期



においては、申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われており、

納付書は発行されず、国民年金保険料を納付することができなかったもの

と考えられる上、当該加入手続が行われたと推認できる時点では、既に申

立期間の保険料は時効により納付することができない。 

さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付に関与してお

らず、申立人に代わって保険料を納付していたとする申立人の父親は既に

亡くなっていることから、申立期間の保険料の納付状況を確認することが

できない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年４月から 56 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月から 56 年 12 月まで 

年金事務所に国民年金保険料の納付記録について照会したところ、申

立期間の保険料を納付した事実は確認できないとの回答をもらった。 

しかし、申立期間について、Ａ市役所で３か月分ぐらいずつの納付書

を作成してもらい、遡って国民年金保険料を納付していたはずなので、

申立期間を保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、未納となっていた申立期間の国民年金保険料について、Ａ市

国民年金課の職員から、３か月分ぐらいずつ納付することができると聞い

たので、国民年金の加入手続後、同市が作成した納付書により数か月分の

保険料を遡って納付し、その後も、納付した保険料の領収証書を同市役所

に持参し、次の期間の分の納付書をその都度作成してもらっていたと主張

しているところ、申立人が主張するとおり申立期間の保険料を納付してい

たのであれば、申立期間についても複数の領収証書が申立人に対して発行

されていたことになるが、申立人は、申立期間前後の保険料の領収証書は

所持しているものの、申立期間に係る領収証書を所持しておらず、当該期

間については保険料を納付していたことを確認することができない。 

また、Ａ市及びＢ市の国民年金被保険者名簿によると、いずれも申立期

間は未納とされていることが確認できる上、申立人の国民年金被保険者台

帳（マイクロフィルム）においても当該期間は未納とされていることが確

認でき、オンライン記録と一致している。 

さらに、申立人はこれまでに交付された年金手帳は１冊であったとして

いる上、オンラインによる氏名検索を行った結果、申立人に対し、別の国



民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1903 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年８月から６年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年８月から６年３月まで 

私は、申立期間当時は大学生で、Ａ県Ｂ市（現在は、Ｃ市）に居住し

ており、収入が無く国民年金保険料を納付することができなかったので、

両親が私の保険料を納付していた。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の国民年金保険料を納付していたとする申立人の父親は既に死

亡している上、母親も保険料の納付時期、納付場所及び納付金額等の記憶

が定かではなく、申立期間当時の状況を確認することができない。 

また、Ｃ市の国民年金被保険者記録票及びＤ県Ｅ市の国民年金被保険者

名簿（ＣＳＶデータ）によれば、申立期間の国民年金保険料はいずれも未

納とされており、当該記録はオンライン記録と一致する。 

さらに、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出された事情

は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年 10 月から 50 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料については、婚姻した昭和 53 年 11 月に、

私の住民票をＡ県Ｂ市からＣ県Ｄ市に異動する手続を行った際に、夫が

同市役所の国民年金窓口で全て納付した。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、婚姻した昭和 53 年 11 月に、夫がＤ市役所の国民年金窓口で

申立期間の国民年金保険料を全て納付したと述べているところ、この時点

で、申立期間の保険料は第３回特例納付制度（実施期間は、昭和 53 年７

月から 55 年６月まで）による納付が可能であるものの、制度上、特例納

付に係る保険料は市区町村では収納できない上、同市は、「特例納付保険

料納付書の交付及び特例納付を含む過年度保険料の収納は行っていなかっ

た。」と回答しており、同市が申立期間の保険料を収納したとは考えにく

い。 

また、申立人に係るＢ市及びＤ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）に

よれば、いずれも申立期間は未納とされており、当該記録はオンライン記

録と一致している。 

さらに、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出された事情

は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（青森）厚生年金 事案 3514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年６月 21 日から 43 年７月１日まで 

② 昭和 48 年９月７日から 49 年１月１日まで 

③ 昭和 50 年７月 21 日から 51 年１月６日まで 

私は、申立期間当時、Ａ県Ｂ市Ｃ地区に所在したＤ株式会社又はＥ社

の事業主であり、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、申立

期間①から③までについて、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までについて、申立人は、Ｂ市Ｃ地区に所在したＤ株

式会社又はＥ社の事業主であったと主張しているところ、事業所記号番号

払出簿によると、Ｄ株式会社は昭和 42 年６月 21 日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっており、Ｅ社は同市Ｃ地区において、同日に厚生年金保

険の新規適用事業所となり、48 年９月７日に適用事業所でなくなってい

ることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間①から③までに係る厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等は無いとしている。 

申立期間①について、前述のとおり、Ｅ社は厚生年金保険の適用事業所

であることが確認できるものの、申立人が名前を挙げた当時の社員及びオ

ンライン記録において、同社における厚生年金保険の被保険者記録が確認

できる者のうち、所在が確認できる９人に照会したところ、回答があった

７人のうち４人は、申立期間①当時、申立人は同社の事業主であったが、

申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除については分からないと

しており、残る３人からは具体的な回答が得られない。 



申立期間②について、申立人に係るＥ社の健康保険厚生年金保険被保険

者原票によると、申立人は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た昭和 48 年９月７日に健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を喪失

した後、同日に健康保険の任意継続被保険者資格を取得していることが確

認できる。 

申立期間③について、オンライン記録によると、申立人は、申立期間③

の直前に株式会社Ｆにおいて厚生年金保険被保険者記録が確認できるとこ

ろ、事業所記号番号払出簿によると、同社は昭和 50 年７月 21 日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっている上、申立人に係る同社の健康保険厚

生年金保険被保険者原票によると、申立人は同日に健康保険及び厚生年金

保険の被保険者資格を喪失した後、健康保険継続療養証明書が交付されて

いることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年３月１日から 40 年 10 月１日まで 

② 昭和 42 年５月 31 日から同年６月 30 日まで 

夫が記載した履歴書の内容から、夫はＡ株式会社に昭和 39 年３月か

ら 42 年６月まで勤務していたはずであるが、申立期間の厚生年金保険

の被保険者記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めて欲しい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の妻から提出された申立人の履歴書の内容

から判断すると、申立人は昭和 39 年３月からＡ株式会社に勤務していた

ことがうかがえる。 

しかしながら、雇用保険の被保険者記録によると、申立人のＡ株式会社

に係る雇用保険の被保険者資格取得年月日は、厚生年金保険の被保険者資

格取得年月日と一致している上、複数の同僚の同社に係る雇用保険の被保

険者資格取得年月日も厚生年金保険の被保険者資格取得年月日と一致して

いることが認められる。 

また、複数の同僚は、申立期間当時、Ａ株式会社では入社と同時に厚生

年金保険に加入させていたわけではなかった旨回答している。 

申立期間②について、Ａ株式会社は、申立人が厚生年金保険の被保険者

資格を喪失した昭和 42 年５月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっていることが確認できる上、複数の同僚は、同日以降に同社に勤務し

た者はいなかった旨述べている。 



また、Ａ株式会社は、前述のとおり昭和 42 年５月 31 日に厚生年金保険

の適用事業所でなくなっており、元代表取締役も既に死亡していることか

ら、申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除等について確認でき

ない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から④までについて、その主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年７月 

           ② 平成 16 年 12 月 

           ③ 平成 17 年７月 

           ④ 平成 17 年 12 月 

年金記録を確認したところ、株式会社Ａから支給された申立期間①か

ら④までに係る賞与の記録が無かった。当時、40 万円から 50 万円の賞

与が現金で支払われていたと思うので、賞与の記録を訂正してほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａの事業主は、申立人の申立期間①から④までに係る賞与につ

いて、現金で支給し、当該賞与から厚生年金保険料を控除していたが、当

該期間に係る賃金台帳等の資料は処分したため、賞与支給額及び厚生年金

保険料の控除額は不明と回答している。 

また、Ｂ県Ｃ市から発行された申立人の平成 16 年分及び 17 年分に係る

市民税・県民税課税証明書において確認できる社会保険料控除額は、オン

ライン記録における 16 年及び 17 年の申立人の標準報酬月額に基づいて算

出される社会保険料の金額を上回っていることは認められるが、申立人は、

申立期間①から④までに係る賞与明細書等を所持していないことから、当

該期間に係る賞与支給額及び厚生年金保険料の控除額を推認することがで

きない。 

このほか、申立人が申立期間①から④までに係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①から④までについて、申立人がその主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることは

できない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3523（岩手厚生年金事案 160 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年１月 17 日から同年９月 17 日まで 

前回、私がＡ社Ｂ事業所（現在は、Ａ社Ｃ事業所）に期限付臨時社員

として勤務していた昭和 46 年及び 48 年に係る申立てについて、給与明

細書等の資料が無いことから、記録訂正は認められないとの通知を受け

たが、新たに同事業所の元社員の所在が確認できたので、前回の申立て

に対する通知において、辞令書（写）により勤務していたことが確認で

きるとされた期間について詳しく調査した上、厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 48 年３月から同年９月までの期間については、Ａ

社Ｄ部署が保管する申立人に係る採用の辞令書（写）により、申立人がＢ

事業所に勤務していたことは確認できるものの、ⅰ）当該期間における厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無いこと、ⅱ）同社Ｃ事業所は、当時の関係資料は保

存期限を経過したため既に廃棄しており、被保険者資格の得喪の届出及び

保険料納付については確認できないこと、ⅲ）同事業所に係る厚生年金保

険被保険者原票には、申立人の記載は無く、当該期間における健康保険の

整理番号に欠番や乱れは無いこと、ⅳ）ほかに申立人の当該期間における

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこ

となどを理由として既に年金記録確認Ｅ地方第三者委員会（当時）の決定

に基づき平成 20 年 10 月８日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、申立期間について、Ｂ事業所の元



社員の所在が確認できたので、辞令書（写）により勤務していたことが確

認できるとされた期間について詳しく調査してほしいと主張しているとこ

ろ、当該元社員は、「自分は、申立期間当時、Ｂ事業所Ｆ部署（当時）に

Ｇ職として勤務しており、厚生年金保険の担当ではなかったため、申立人

の厚生年金保険の加入状況については分からない。」旨証言していること

から、申立人の厚生年金保険の加入状況を確認できない。 

また、Ａ社Ｄ部署は、申立期間を含む昭和 47 年９月３日から 48 年 10

月 12 日までの期間にＢ事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得

した期限付臨時社員 15 人以外に、当該期間中に同事業所において申立人

を含む 14 人が期限付臨時社員として任用されたと回答しているところ、

オンライン記録において、同事業所における当該 14 人に係る厚生年金保

険被保険者記録は確認できないことから、同事業所では必ずしも期限付臨

時社員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうか

がえる。 

以上のことから、今回の申立人の主張は、年金記録確認Ｅ地方第三者委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、このほかに、

同委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（秋田）厚生年金 事案 3525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 

有限会社Ａ（現在は、Ａ株式会社）Ｂ営業所に平成 19 年９月からＣ

職として勤務し、同年 12 月に同社から賞与の支給を受けたが、当該賞

与に係る国の厚生年金保険の記録が無いことに納得できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立人の申立期間に係る賞与について、現金で支給され

た記憶は間違いなくあるとしているものの、当該賞与に係る賞与明細書は

処分したため無いとしている上、同賞与明細書には支給額のみが記載され

ており、厚生年金保険料が控除されていたかどうかについては分からない

旨証言している。 

また、申立期間当時に有限会社ＡのＢ営業所に勤務していた申立人の上

司は、申立人が申立期間に係る賞与を支給されたことについて記憶に無い

としている。 

さらに、事業主は、申立期間の賞与に係る資料を保管しておらず、申立

人に対する賞与の支給の有無及び厚生年金保険料の控除について、いずれ

も不明と回答していることから、申立人の賞与支給額及び厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間の賞与に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主より賞与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（山形）厚生年金 事案 3529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年３月 15 日から同年 10 月１日まで 

② 昭和 60 年４月頃から 63 年４月１日まで 

申立期間①について、昭和 42 年３月からＡ株式会社に勤務しており、

途中、社名がＢ株式会社に変更されたが申立期間①も継続して勤務して

いた。 

申立期間②について、株式会社Ｃに勤務し、一人で経理及び社会保険

事務を担当していたが、厚生年金保険の加入記録が無い。 

各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 42 年３月から勤務したＡ株式会

社の社名がＢ株式会社に変更されたが、当該期間も継続して勤務していた

としているところ、事業所記号払出簿によれば、Ａ株式会社は 43 年２月

１日にＤ株式会社に名称変更した旨の記載が確認できる上、商業登記簿謄

本によれば、同年２月５日に、Ａ株式会社からＤ株式会社に商号変更した

ことが確認できることから、申立人が勤務したとする事業所はＢ株式会社

ではなく、Ｄ株式会社であったとことが推認できる。 

しかしながら、Ｄ株式会社は、事業所記号払出簿によると、昭和 44 年

３月 15 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、商業登記

簿謄本によると、49 年 12 月３日に解散していることが確認でき、元事業

主も既に死亡していることから、申立人の申立期間①における勤務実態及

び厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、申立人に係るＡ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者原票に

よれば、社名変更の記載は無いものの昭和 44 年３月 15 日に被保険者資格



を喪失したことが確認でき、その記載内容に不自然な訂正等は見当たらず

オンライン記録と一致している上、申立期間①内である同年８月 12 日に

健康保険被保険者証を返納したことが確認できる。 

一方、商業登記簿謄本によると、Ｂ株式会社は、Ａ株式会社と同時期に

存在したことが確認できるものの、事業所記号払出簿によると、昭和 44

年 12 月 26 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、45 年

１月 20 日に解散し、元事業主も既に死亡しており、解散時の代表取締役

も特定することができないことから、申立人の申立期間①における勤務実

態及び厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、Ｂ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、

申立期間①に厚生年金保険の被保険者資格を取得した者の中に申立人の名

前は見当たらず、健康保険被保険者証の番号は連番で欠番も無い。 

申立期間②について、雇用保険の被保険者記録及び元事業主の証言から、

勤務期間を特定することはできないが、申立人が株式会社Ｃに勤務してい

たことが認められる。 

しかしながら、元事業主は、当時の資料は残っておらず社会保険料の控

除の有無については不明であるとしており、申立人の申立期間②における

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

また、申立人は、株式会社Ｃに一緒に勤務していたとして 10 人の同僚

の名前を挙げているところ、オンライン記録において同社における厚生年

金保険の被保険者記録が見当たらない者が複数名確認できることから、同

社は、従業員全員を必ずしも厚生年金保険に加入させていたわけではなか

ったことがうかがえる。 

さらに、株式会社Ｃに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、

申立期間②に厚生年金保険の被保険者資格を取得した者の中に申立人の名

前は見当たらず、健康保険被保険者証の番号は連番で欠番も無い。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年 10 月１日から 34 年４月１日まで 

私は、昭和 33 年 10 月１日から 34 年３月 31 日までＡ事業所（現在は、

Ｂ事業所）に専任社員として勤務し、Ｃ社Ｄ部署（当時）の社員とＥ業

務等に従事していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所の回答から、申立人は、申立期間においてＡ事業所に勤務して

いたことが確認できる。 

しかしながら、事業所記号払出簿によると、Ａ事業所が厚生年金保険の

適用事業所であった記録は確認できない。 

また、Ｂ事業所は、申立期間に係る給与からの厚生年金保険料控除等に

ついて不明としていることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料

控除等について確認することができない。 

さらに、Ａ事業所社員録に専任社員として記載されている申立人の前任

者及び後任者と思われる者について、Ｂ事業所は厚生年金保険への加入は

不明としている上、オンライン記録において当該前任者及び後任者を特定

することができず、厚生年金保険の被保険者であったことを確認すること

ができない。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 




